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令
和
七
年
十
月
七
日

第
六
百
三
十
五
号

増

刊

①

　
　
　
　

規

則
（
第
四
十
三
号
）

○
福
岡
県
本
庁
舎
一
般
外
来
駐
車
場
管
理
規
則　
　
　
　
　
　
　
　

（
財
産
活
用
課
）
…
…
…
…
…
一

　

福
岡
県
本
庁
舎
一
般
外
来
駐
車
場
管
理
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
七
年
十
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
四
十
三
号

　
　
　

福
岡
県
本
庁
舎
一
般
外
来
駐
車
場
管
理
規
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

福
岡
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
条
例
第
十
五
号
。
以
下
「
条
例
」

と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
号
の
本
庁
舎
一
般
外
来
駐
車
場
（
以
下
「
外
来
駐
車
場
」
と
い
う
。
）
の

管
理
に
つ
い
て
は
、
福
岡
県
庁
内
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
号
。
以
下
「
庁

内
管
理
規
則
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
供
用
時
間
）

第
二
条　

外
来
駐
車
場
の
供
用
時
間
は
、
午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
庁
内
管
理
者
（
庁
内
管
理
規
則
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
「
庁

内
管
理
者
」
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
外
来
駐
車
場
の
維
持
補
修
そ
の
他
管
理
上
の
理
由
に
よ

り
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
時
間
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車
）

第
三
条　

外
来
駐
車
場
は
、
庁
内
管
理
規
則
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
庁
舎
（
行
政

棟
、
議
会
棟
及
び
警
察
棟
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
用
務
が
な
い
者
で
あ
っ
て
も
、
使
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２　

外
来
駐
車
場
に
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車
の
車
種
、
長
さ
、
幅
及
び
高
さ
並
び
に
事
由
は

、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
使
用
の
手
続
等
）

第
四
条　

自
動
車
を
駐
車
す
る
た
め
外
来
駐
車
場
を
使
用
す
る
者
（
以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。
）
は

、
外
来
駐
車
場
に
自
動
車
を
入
場
さ
せ
る
と
き
に
、
駐
車
券
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
駐
車
券
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
外
来
駐
車
場
の
使
用
の
許
可
を
受
け
た
も

の
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
福
岡
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
三

号
）
第
二
百
十
六
条
及
び
第
二
百
二
十
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

　

（
使
用
料
の
納
付
）

第
五
条　

使
用
者
は
、
外
来
駐
車
場
か
ら
自
動
車
を
出
場
さ
せ
る
と
き
に
、
条
例
第
三
条
に
規
定
す
る

使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
使
用
料
の
減
免
）

第
六
条　

条
例
第
五
条
第
五
号
の
規
則
で
定
め
る
自
動
車
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
自

動
車
と
す
る
。

　

一　

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
緊
急
自
動

車

　

二　

国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
職
員
等
が
緊
急
を
要
す
る
公
務
を
行
う
た
め
使
用
す
る
自
動
車

　

三　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
自
動
車
で
あ
っ
て
、
平
日
に
庁
舎
に
用
務
の
あ
る
者
の
使
用
に
係

る
も
の

　
　

イ　

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
に
規
定
す
る
身

体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
乗
車
す
る
自
動
車

　
　

ロ　

療
育
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
乗
車
す
る
自
動
車

　
　

ハ　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

第
四
十
五
条
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
が
乗
車
す
る

自
動
車

　
　

ニ　

身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
厚
生
省
令
第
十
五
号
）
別
表
第
五
号
に
規

定
す
る
一
級
若
し
く
は
二
級
の
身
体
障
害
者
、
福
岡
県
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
、
福
岡
県
人

権
啓
発
情
報
セ
ン
タ
ー
及
び
福
岡
県
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
施

目

次
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行
規
則
（
平
成
八
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
五
号
）
第
九
条
第
五
号
に
規
定
す
る
身
体
障
が
い
の

あ
る
人
、
ロ
に
掲
げ
る
者
又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭

和
二
十
五
年
政
令
第
百
五
十
五
号
）
第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
一
級
若
し
く
は
二
級
の
精
神

障
害
者
の
介
護
人
が
運
転
す
る
自
動
車

　

四　

そ
の
他
庁
内
管
理
者
が
必
要
と
認
め
る
自
動
車

　

（
遵
守
事
項
）

第
七
条　

使
用
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

外
来
駐
車
場
の
施
設
若
し
く
は
設
備
又
は
他
の
自
動
車
を
損
傷
し
、
又
は
き
損
し
な
い
こ
と
。

　

二　

み
だ
り
に
騒
音
を
発
し
な
い
こ
と
。

　

三　

他
の
自
動
車
の
駐
車
又
は
通
行
を
妨
げ
な
い
こ
と
。

　

四　

外
来
駐
車
場
内
の
標
識
、
標
示
等
に
従
う
こ
と
。

　

五　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
外
来
駐
車
場
の
管
理
上
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為

を
し
な
い
こ
と
。

　

（
損
害
賠
償
）

第
八
条　

外
来
駐
車
場
に
お
け
る
事
故
、
盗
難
等
県
の
責
め
に
よ
ら
な
い
で
生
じ
た
損
害
に
つ
い
て
は

、
県
は
一
切
そ
の
責
め
を
負
わ
な
い
。

　

（
外
来
駐
車
場
を
使
用
す
る
者
に
対
す
る
指
示
等
）

第
九
条　

庁
内
管
理
者
は
、
外
来
駐
車
場
の
適
正
な
管
理
及
び
使
用
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
使
用
者
に
対
し
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

使
用
者
が
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
従
わ
な
か

っ
た
と
き
は
、
庁
内
管
理
者
は
、
庁
内
管
理
規
則
第
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
使
用
者
に
対
し

外
来
駐
車
場
か
ら
の
退
去
そ
の
他
外
来
駐
車
場
の
管
理
上
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

別
表
（
第
三
条
関
係
）

区
分

車　
　
　

種　

長
さ
、
幅
及
び
高
さ

事　
　
　

由

地
上

道
路
交
通
法
第
三
条
に
規
定

す
る
普
通
自
動
車

長
さ
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
以
下

及
び
幅
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
以

下
で
あ
る
も
の

身
体
的
理
由
等
に
よ
り
階
段

の
使
用
が
困
難
な
者
が
乗
車

す
る
車
両
又
は
そ
の
他
地
下

へ
の
駐
車
が
困
難
で
あ
る
車

両

地
下

長
さ
五
・
〇
メ
ー
ト
ル
以
下

、
幅
二
・
〇
メ
ー
ト
ル
以
下

及
び
高
さ
二
・
一
メ
ー
ト
ル

以
下
で
あ
る
も
の

制
限
な
し

　

備
考　

こ
の
表
に
お
い
て
、
長
さ
、
幅
及
び
高
さ
と
は
、
積
載
物
及
び
取
付
物
を
含
む
長
さ
、
幅
及

び
高
さ
を
い
う
。


